
埼玉県廃棄物処理施設専門委員会設置要綱 

 

（設置） 
第１条 埼玉県内（さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く。）における廃棄物処理施設の設置
許可、変更許可その他廃棄物の処理に関し、専門的な事項についての意見聴取及び調査を行うために、
「埼玉県廃棄物処理施設専門委員会」（以下「委員会」という。）を設置するものとする。 

 
（所掌事項） 
第２条 委員会は、次に掲げる事項について、意見を述べ、及び調査を行う。 
 （１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第８条の２第１項第２号（第９条

第２項において準用する場合を含む。）に掲げる事項に関すること。 
 （２）法第１５条の２第１項第２号（法第１５条の２の６第２項において準用する場合を含む。）に

掲げる事項に関すること。 
 （３）その他、廃棄物の処理に関することで専門的な事項。 
 
（委員） 
第３条 委員は、廃棄物の処理、大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水又は最終処分場技術等につ
いて学識経験を有する者のうちから、知事が選任する。 

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 委員は、再選されることができる。 
 
（委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 委員長に事故があるときは、その職務の代理を指定することができる。 
 
（招集等） 
第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 
２ 委員長は、付議事項の内容に応じて、委員のうちから、会議に招集する委員を決定する。 
３ 委員長は、必要に応じて、委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴取するこ
とができる。 

 
（会議の公開） 
第６条 委員会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の三分の二以上の多数で議決したときは、
公開としないことができる。 

 
（庶務） 
第７条 委員会の庶務は、一般廃棄物に係る事項にあっては環境部資源循環推進課、産業廃棄物に係る
事項にあっては同産業廃棄物指導課において処理する。なお、一般廃棄物及び産業廃棄物のいずれに
も関係する事項については、両課協議の上、処理する。 

 
（補足） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の同意を得
て別に定める。 

 
附則 
 この要綱は、平成１０年１１月５日から施行する。 
附則 
 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 
 



附則 
 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
 


